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平成１８年度市町村立小・中学校における市町村費負担教員の実態調査要綱

Ⅰ 調査の目的

平成１８年４月１日より市町村立学校職員給与負担法の一部が改正され、市

町村立学校において市町村が給与を負担して独自に教職員を任用することが可

能となったところである。

これに伴い、市町村費負担の教員についても教員数として把握する必要があ

るが、義務教育国庫負担の対象外の教員であるため、文部科学省及び都道府県

ではその実態を把握できていない状況にある。

このため、市町村費負担教員の任用状況を把握し、教育行政における基礎資

料を得るとともに、平成１９年度の学校基本調査の改正の検討に資するため、

平成１８年度における市町村費負担の教員の任用実態を試験調査する。

Ⅱ 調査対象

全国の市町村教育委員会を対象とする。

Ⅲ 調査事項

１． 市町村が給与を負担し法令に定める条件を満たして任用されている本務

教員の職名別・男女別任用状況。

２． 市町村が給与を負担し法令に定める条件を満たして任用されている兼務

教員の職名別・男女別任用状況。

３． 平成１９年度以降の公立小・中学校における、教員数の県費負担・市町

村費負担別把握状況。

Ⅳ 調査の実施時期

平成１８年５月１日現在における実態を報告する。

Ⅴ 調査方法

１．調査系統

文部科学省 各都道府県統計主管課 各市町村統計主管課

各市町村教育委員会

（調査票記入者）



- 2 -

２．調査票の配布、取集

（１） 文部科学省は、調査票をMicrosoft Excel形式で電子データ化し、

都道府県統計主管課に電子メールで調査票を配布する。

（２） 都道府県統計主管課は、管轄の市町村統計主管課を経由して市町村

教育委員会に調査票を配布する。

（３） 市町村教育委員会は （８）に定める期限までに所管の市町村統計、

主管課を経由して都道府県統計主管課へ調査票を提出する。

（４） 都道府県統計主管課は （８）に定める期限までに取集した調査票、

を文部科学省へ提出する。

（５） 調査票は （１）により配布した電子データの様式により、原則と、

して電子メールで提出する。電子メールが使用できない等でこれによ

りがたい場合は、ＦＡＸで提出する。なお、集計の都合上、様式は変

更（行幅・列幅の変更、行・列の挿入、セルの移動等）しないこと。

（６） 都道府県統計主管課は、市町村教育委員会より提出された調査票デ

ータをZIP又はLZH形式の圧縮ファイルにすることにより１つのファイ

ルとし、文部科学省へ電子メールで提出する。市町村よりＦＡＸで提

出された調査票は、そのままＦＡＸで文部科学省へ提出すること。

（７） 市町村統計主管課は、市町村教育委員会より提出された調査票デー

タを、都道府県統計主管課へメールで転送する。市町村教育委員会よ

りＦＡＸで提出された調査票は、そのままＦＡＸで都道府県統計主管

課へ提出すること。

（８） 調査票の提出期限

ア．都道府県統計主管課から文部科学省への提出期限

・・・平成１８年１０月３１日

イ．市町村統計主管課から都道府県

統計主管課への提出期限 文部科学省への提出期限等を

考慮の上、経由機関において

ウ．市町村教育委員会から市町村統 決めること。

計主管課への提出期限

３．経由機関の行う事務

都道府県統計主管課は、調査票の市町村統計主管課への配布と文部科学省

への提出、並びに管轄の全ての市町村教育委員会より調査票が提出されてい

るかどうかの確認を行う。

市町村統計主管課は、調査票の市町村教育委員会への配布と都道府県統計

主管課への提出を行う。

調査票の審査は文部科学省で実施するため、経由機関での実施は不要とす

る。また、都道府県での調査票のパンチ入力や中間集計も不要とする。

Ⅵ 集計事項及び集計方法

１．集計事項
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（１）都道府県別の本務の市町村負担教員の任用状況

（２）都道府県別の兼務の市町村負担教員の任用状況

２．集計方法

文部科学省は、各都道府県からの調査票提出完了後、文部科学省において

集計する。

Ⅶ 結果の公表

１． この調査の結果は、文部科学省が発行する「平成１８年度学校基本調査

報告書 （平成１８年１２月刊行予定）の参考資料として公表する。」

２． 各都道府県統計主管課は、当該都道府県についての調査結果を文部科学

省の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文

部科学省の公表が確定値であることを付記しなければならない。

Ⅷ 調査票の保存

文部科学省、都道府県統計主管課、市町村統計主管課及び市町村教育委員会

は、入力又は記入した調査票を文部科学省の公表の日から１年間保存する。
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